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柏崎市では、人口減少・少子高齢社会であっても、暮らしやすく持続可能なまちを目指すため、
立地適正化計画を策定します。
計画策定に至った経緯と、計画概要について説明します。
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●柏崎市の人口推移
・柏崎市の人口は現在約8.2万人で、平成7(1995)年の10万人をピークに年間1,000人ずつ減少しています。
・先日公表された令和2(2020)年の国勢調査の人口は81,526人で、平成27(2015)年の人口等を基に国立社会

保障･人口問題研究所による推計人口81,913人に比べ、減少が進んでいます。
<20年後 令和22(2040)年の人口特性>
・今から約2.2万人減り、6万人を下回ります。
・生産年齢人口、年少人口の減少が顕著です、現在と比べ約４０％減少します。
・市内に住んでいる4人に１人が75歳以上の後期高齢者となります。
・暮らしを支える側（主に税金を納める生産年齢人口）と支えられる側（年少人口・高齢人口の合計）の人口

が逆転します。

約6％(0.2万人)減少

約40％(約1.7万人)減少

約40％(約0.4万人)減少

※後期高齢者の市民に
占める割合

2020年:6人に1人
2040年:4人に1人

約2.2万人
減少

図 – 柏崎市の人口推計
人口構成の比較（人口1,000人を :1人 として例えると…）参考

柏崎市立地適正化計画の概要

令和４(2022)年３月

お問い合わせ先
柏崎市 都市整備部都市計画課 TEL.0257-21-2298 FAX.0257-23-5116
〒945-8511 柏崎市日石町２番１号 E-mail toshikeikaku@city.kashiwazaki.lg.jp

立地適正化計画の検討状況は市のホームページでも
ご覧いただけます。 柏崎りってき 🔎検 索

計画の効果的な推進

“まちを治す医者＝まち医者”は、行政や専門家だけではありません。
市民の皆様も“まちづくりのまち医者”仲間として、
私たちがこれからもずっと柏崎市で安全･安心して暮らし続けるため
に、力をあわせて一緒にまちづくりを進めていきましょう!

最後に…

（このままだと…） （目標値）

まちなかから
得られる税収
まちなかから
得られる税収

居住誘導区域
の人口密度
居住誘導区域
の人口密度

まちなかの
市民満足度
まちなかの
市民満足度

31人/ha
(用途地域内)

将 来（2040）将 来（2040）現 状現 状

居住誘導区域は現用途地
域内の人口密度を維持

若者･子育て
世代人口
若者･子育て
世代人口

居住誘導区域の若者･子
育て世代の減少を抑制

地価の下落を抑制し、
建物の機能更新等によ
り、まちなかから得られ
る税収(土地･建物)を維持

まちなか(柏崎駅前)に対
する市民満足度を向上
※出典:市民アンケート調査

29％
(柏崎駅前に満足･

どちらかといえば満足と
感じる市民の割合)

6.0億円
(R3)

(都市機能誘導区域内)

4,200人
(居住誘導区域内)

2,000人
(居住誘導区域内)

2,400人
(居住誘導区域内)

26人/ha
(居住誘導区域内)

31人/ha
(居住誘導区域内)

＊用途地域内現密度維持

21人/ha
(用途地域内)

施
策
を
実
施

エネルギー
自給率

エネルギー
自給率

太陽光発電など再生可
能エネルギーを普及

1.2％
10％
＊柏崎市

エネルギー
ビジョン

R12(2030)

―

＜効果＞ 収入減少の抑制収入減少の抑制支出増加の抑制支出増加の抑制 持続可能な都市経営

施策評価(評価カルテ)
評価項目と目標は下記のとおりです。

39人/ha
(居住誘導区域内)

5.4億円
＊地価の下落を
半減した場合

40％
＊わからないと
感じる市民が
満足した場合

4.8億円
＊これまでの傾向で
地価が推移した場合

まちなかの
地価

まちなかの
地価

まちなかの商業地の地価
の下落を抑制 55,800円/㎡

(都市機能誘導区域内)
28,500円/㎡
＊これまでの傾向で
地価が推移した場合

―

評価 項 目評 価 項 目

１

実績←→推計

2020年
2040年

●計画の進捗管理
（PDCAサイクル）

●多様な主体の連携・協働の推進 ●わかりやすい情報発信
（SNSの活用等）

※総人口の実績には不詳を含むため、
年齢区分別の合計と合致しません。

こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と…

2020年 → 2040年 比較

42,200円/㎡
＊地価の下落を
半減した場合



立地適正化計画とは

計画の目標年次:

柏崎都市計画区域マスタープラン(県)
中越圏域広域都市計画マスタープラン(県)

第五次総合計画後期基本計画(令和3年12月)

柏崎市公共交通計画(令和4年2月)
柏崎市公共施設等総合管理計画(令和2年3月一部改訂)
柏崎市国土強靭化地域計画(令和2年9月)

まち･ひと･しごと
創生総合戦略

その他 医療･福祉、子育て等関連計画

連携

整合

柏崎市立地適正化計画

柏崎市都市計画マスタープラン

・柏崎市都市計画マスタープランの高度化版として位
置付けます。

・様々な関係計画･施策と連携し、整合を図ります。

令和22(2040)年

出典:改正都市再生特別措置法について(国土交通省)を基に作成
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拡大

※都市計画区域:中央、比角、半田、枇杷島、剣野、大洲、鯨波、西中通、松波、荒浜、北鯖石、田尻、高田

北条

中通

人が減る
少子高齢化の進行

税収が減る

利用者が減る暮らしが不便になる

公共サービス(交通･施設)水準
の低下

民間サービス施設が撤退

悪循環

(参考)人口減少による悪循環のイメージ
・このまま人口が減少すると、『人が減る ⇄ 暮ら

しが不便になる』の悪循環に陥ります。
・この悪循環が続くと、安全・安心に暮らし続け

ることが難しくなります。

空き家･空地が増える⇨地価が下がる⇨まちの魅力がなくなる

＜2020年＞

診療所

冬期除雪

公園

公共交通
公共施設

空き家

空き家

空き家

空き家

空き家

公共施設や生活サービス
施設が拡散して立地

＜2040年＞

冬期除雪

草だらけ

閉所

閉店

閉店

公共交通
廃止

老朽化

公共施設

空き家

空き家

空き家

空き家

空き家

空き家

空き家

空き家
空き家

空き家

空き家

診療所

危 険危 険

危 険

空き家

空き家

危 険

空き家

空き家

望ましくない姿

危 険

拡散したまま
低密度化

●計画で定める事項

・人口減少による悪循環を断ち、将来にわたり安全・安
心して暮らし続けるためには、まちを計画的にコンパ
クトにしていく必要があります。

・立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づく計画
で、過去の人口増加で拡散したまちを人口減少にあわ
せコンパクトにするための計画です。

・一定のエリアに都市機能や生活サービスを充実させて
暮らしの質を高めるために、緩やかに居住の誘導を図
ることで、持続可能なまちを目指します。

立地適正化計画には都市再生特別措置法第81条の規定に基づき、次の事項を定めます（必須事項）。
①立地適正化計画の区域（都市計画区域全体とすることが基本）
②住宅及び都市機能誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針（ターゲット）

まちの現状･課題を把握･分析し、まちづくりの目標や目指すべき将来像を示すとともに、達成状況を把握
できるよう、定量的な目標を設定します。

③課題解決のための施策･誘導方針（ストーリー）
④目指す都市の骨格構造
⑤都市機能誘導区域と誘導すべき施設及び当該施設の立地を誘導するための施策
⑥居住誘導区域と居住を誘導するための施策
⑦居住誘導区域内の防災対策（防災指針）

図-立地適正化区域のイメージ

用途地域

柏崎市域
都市計画区域

＝立地適正化計画区域

出典:改正都市再生特別措置法について(国土交通省)をもとに作成

望ましい姿

冬期除雪

診療所

公共施設

保育園

ﾚﾝﾀﾙDVD

福祉施設

公共施設や生活利便施設が
まとまって立地

医療･福祉･商業等の都市
機能を都市の中心拠点や
生活拠点に誘導し、集約
することにより、各種
サービスの効率的な提供
を図る区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

一定程度の人口密度を
維持し、生活サービス
と地域コミュニティが
持続的に確保できる区
域

●人口減少・少子高齢社会であっても、持続可能なまちを目指すため、立地適正化計画を策定します。
●本計画は、概ね20年後の令和22(2040)年を目標とし、対象区域は「都市計画区域」となります。

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章

２ ３

こ
う
な
ら
な
い
た
め
に…

立地適正化計画とは

●計画の区域＝柏崎都市計画区域●計画の位置付け・関係性

まちのすがた

人
口
減
少･

少
子
高
齢
化
の
影
響



現状と課題、将来見通し市街地の変遷

５

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章現状と課題、
将来見通し

用途地域内を
はじめとした
空き家の増加

人口密度低下を背景とした
都市機能の低下・撤退の懸念

中心市街地を含めた地価の下落

公共施設の維持管理・更新費
増加の見通し

中心市街地の商業の衰退

地方移住の意識の高まり、
デジタル社会に対応した環境の整備

社会情勢の変化による生活様式の転換

要因

将来的な人口減少の加速化、
高齢化の更なる進行、
生産年齢人口の大幅減少の見通し

人口の将来見通し

S45 H7 H27 R22

高齢

年少

生産年齢5.9万人

4.6万人

2.7万人

2.4万人

2.4万人

1.0万人

0.5万人

5.5万人

0.7万人

1.8万人

４

●検討にあたって、本市のまちの成り立ちを整理したうえで、現状と課題を把握しました。
●将来見通しを踏まえると、本市では将来にわたって様々な問題が顕在化することが懸念されます。

☞詳しくは、「柏崎市立地適正化計画」P2-1~25および参考資料をご覧ください。

人口密度の低下が進行

人口減少下における市街地の拡大

市街地拡大のイメージ図

S40年代 H7年頃 現 在

鉄道駅、幹線道路沿い
に居住

マイカー移動が主流と
なり、まちが拡がる

人口減少に伴い、人口密度が
低い市街地が拡がっている

転入 ＜ 転出
出生 ＜ 死亡

出生から入学・卒業、就職、結婚、出産、子育て、リタ
イア等、人生の節目（ライフステージの変わるタイミン
グ）で、暮らし方も居住に求める条件も変わってきます。
このライフステージの節目に居住地を選択することが多
く、進学や就職、結婚を機とした親元からの独立による世
帯分離、出産や子どもの就学を機とした住み替え等があげ
られます。

ライフステージに着目すると、現在の柏崎市のまちの
“カタチ”は、例えば団塊の世代、団塊Jrの世代の独立と２
世代かけて拡がってきたといえます。

これまでのまちの“カタチ”（成り立ち）

(出生)

進学

就職
結婚

出産

子育て

リタイア

世帯
（親世代と子世代）

親世代と
子世代・
孫世代の
２世帯へ

▼ライフサイクル
イメージ

柏崎市では、団塊の世代の世帯分
離、団塊Jrの世帯分離時に、郊外に
多くの宅地が供給されました。

Ｈ17 Ｈ27 Ｈ30 Ｒ4 Ｒ8

総額

市税

約170億円 約156億円
約137億円

約485億円 約531億円
約415億円

一般会計歳入の推移・推計値

出典:柏崎市統計年鑑、第五次総合計画に基づく財政計画

歳入減少の見通し

若い世代の転出超過

西山町、高柳町を除く
旧柏崎市の人口

約８万人

西山町、高柳町を除く
旧柏崎市の人口

約9.1万人

西山町、高柳町を除く
旧柏崎市の人口

約８万人



６ ７

中心市街地の空洞化・市街地の拡散
による都市経営の持続性低下への対応

若者･子育て世代の減少による地域を支える力の低下への対応

若者世代、特に女性の市外流出等が顕著で、このままでは、地域を支える担い手が大きく
減少します。また、まちなかは、市内のどのエリアよりすでに生活基盤やサービスが整
い、資産価値が高い一方で、人口減少や核家族化の進行等により、中心市街地の求心力が
弱まってきており、このままでは、地域を支える税収や生活サービス機能の確保に影響を
及ぼします。中心市街地に訪れる人も激減し、にぎわいも低下している状況です。

モータリゼーションの進展を背景に、市街地の拡大や都市機能の郊外立地が進行し、中心
部と郊外部をつなぐ路線バスの利用が大幅に減少しており、このままでは、今後の超高齢
社会において地域住民の足の確保が困難になることが懸念されます。また、ヒトだけでな
くまちも老朽化が進み、特に雪国である柏崎市では、市街地の拡大に伴い除雪延⾧も増加
し、地域を支える力が低下する中、市民サービスの水準を保ち、いかに効率的に行政サー
ビスを提供するかが課題となっています。さらに近年では、自然災害が頻発･激甚化して
おり、来るべき災害への備えが求められています。

柏崎市では、地方移住の高まりを後押しするような自然に囲まれた風光明媚な環境や、ま
ちなかの利便性を享受した快適な暮らしを送りながら、身近な自然を感じる心地よい暮ら
しを可能とする環境が備わっています。また、市の発展を支えてきた産業とも密接で、
“住む”と“”働く“が一体となった居住環境が創出されています。近年、情報産業等の重要
性が高まり、技術革新が進展する中、柏崎市ではそれを支えるエネルギーの地産地消を推
進しています。

柏崎市の強み・特⾧を活かした新たな時代との融合

安全･安心のもとで、住みたい･住み続けたい
まちをかなえる環境整備

～豊かな暮らしを将来に「つなぐ」まちづくり～

若者･子育て世代を始め多世代が集える魅力ある
まちなか形成

～資源を「磨く」まちづくり～

まちぐるみで、エネルギーや新技術の
積極的な活用推進

～地域の力を「育てる」まちづくり～

まちの活力維持に重要と市民が感じる「子育て支援の充実」や「中心市街地の活性化」、
また、近年のライフスタイルの変化を踏まえ、柏崎駅周辺のまちなかの若い世代が集うポ
テンシャル、集積する教育文化施設等を有効に活かし、機能向上など＋αの付加価値を与
えることにより、資源を磨き上げ、若い世代が集える魅力あるまちなかを形成し、多世代
交流を促します。

拡大したまちの緩やかな縮小と、近年の地方移住の意識の高まりを追い風とした施策を展
開します。豊かな暮らしを支える安心・安全の確保や、空地、空き家の利活用、歩きたく
なる居心地の良い空間の創出、利便性の高いまちなかと地域をつなぐ時代にあった公共交
通の維持等に取り組みます。

まちの活力維持に重要と市民が感じる「新エネルギー産業等の新たな産業の創出」や「起
業家や新産業参入に対する支援」、新型コロナウイルス感染拡大によるオンライン化等の
加速化を踏まえ、柏崎市が選ばれるまちとなるため、柏崎市の強み・特⾧の付加価値とし
て新たな産業の創出や新たな技術を活用する取組や環境整備を図り、まちの課題解決につ
なげていきます。

若者・子育て世代が紡ぐ柏崎スタイル
～安心・便利・楽しい まちなかの暮らし～

まちづくりの方針(ターゲット)
つむ

●「まちなか」は、柏崎市内において、すでに基盤や生活サービスが整い、市内のどのエリアより資産価値が高い状況である一方、求心力が弱まり、進行する都市のスポンジ化※をこのま
ま放置すると、税収の減少や生活サービスの維持に影響を及ぼす可能性があります。したがって、このような「まちなか」に戦略的・集中的に取り組み、市外への転出超過が顕著な若
者・子育て世代の居住促進、あらゆる世代の快適な暮らしを支える生活利便性の向上を図るとともに、それらを支える新技術の活用・普及拡大を、相互に連携しながら進めます。

●柏崎市の特⾧である海や山に囲まれた“自然の豊かさ”というここにしかない環境、住むと働くが一体となった産業との密接性を糧に、地域を支える力となる若者・子育て世代を中心とし
た現役世代の新たな時代の生活スタイルに対応した暮らしやすさ、働きやすさを向上することで、まちなかの居住者・利用者の維持・増加を目指します。

●まちなかの求心力向上は、柏崎市の都市基盤・機能の維持及び活力の創出につながり、将来にわたって全世代の生活を支えられる持続可能な都市運営の実現が期待されます。

＜解決すべき３つの課題＞ ＜課題解決のための施策・誘導方針＞

課題①

課題②

課題③

施 策
誘導方針
①

施 策
誘導方針
②

施 策
誘導方針
③

※都市のスポンジ化:小さな敷地単位で低未利用地が散発的に発生する状況

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章ターゲット
＆ストーリー ●本市の現状と将来見通しから、本計画で取り組むべき課題を抽出しました。

●そこで、課題解決に向けた都市の再構築に向けたまちづくりの方針（ターゲット）を設定します。
●また、まちづくりの方針（ターゲット）を踏まえ、施策・誘導方針を整理しました。



第五次総合計画で掲げる都市構造 立地適正化計画で目指すべき都市の骨格構造
●立地適正化計画は第五次総合計画で掲げる都市構造と整合を図り進めます。
●中心市街地として位置付けられている柏崎駅周辺は、柏崎市の核として都市機能の維持・集積を図り、全
市にわたり、生活する人たちを支える都市サービスを維持します。

●その周辺市街地は、現在の居住環境を保全することを基本としつつ、居住環境の向上やネットワークの再
構築により人口密度の維持を図ります。

●また、中心市街地内の主要な施設をつなぐ拠点内交通の確保により、市民の利便性の向上を図るととも
に、中心市街地と生活拠点、近隣拠点とを結ぶ拠点間交通の確保・維持します。

●柏崎市では、以下のようなコンパクト+ネットワークの都市構造を目指し、人口減少下においても暮らしを
つなぐまちなか空間の価値向上につなげます。

【中心市街地】
（都市機能誘導区域）
職住近接環境の維持と
まちなかの求心力向上

【拠点間交通】
中心部と郊外部を結ぶ

拠点間交通の確保

【郊外部(生活拠点)】

【拠点内交通】
拠点施設間

（主要な施設間）
交通の確保

【郊外部(近隣拠点)】
集落のコミュニティと

生活環境の維持

●「柏崎市第五次総合計画（平成29(2017)年3月策定)」では、将来都市像『力強く 心地よいまち』の実現
に向け、土地利用構想（土地利用の基本方針、ゾーン及び拠点とネットワークの都市構造の方向性）を示し
ています。

●土地利用の基本方針では、「都市的土地利用のコンパクト＋ネットワークの形成」を掲げています。
●この基本方針に基づき、生活を支える都市機能がある程度まとまったゾーン及び拠点を維持又は形成する
とともに、これらのゾーンと拠点をネットワークでつなぐ都市構造を構築します。

●都市地域のうち、一定の都市機能が集積する地域を都市サービスゾーンと位置付け、全市にわたり、生活
する人たちを支える都市サービスを維持します。また、柏崎市の顔となる柏崎駅周辺を中心とした中心市街
地は、市外も含め、人を引き付ける魅力を備え、様々な都市機能が集積する場として再生します。

中心市街地
・市役所、駅、バスターミナル、金融機

関、郵便局、病院、教育文化施設などの
公共公益施設、業務、広域性のある商業
やサービス、市民全体の交流施設など、
主要な機能が集積するとともに、住宅や
生活支援機能などの居住機能を持つ

中心市街地
（都市機能誘導区域)
・用途地域内でも特に市内各所からの

アクセスに優れ、生活サービスの
他、高次の都市機能を提供する拠点

生活拠点
・都市計画区域外の地域の中心として、地域住民

に日常的な生活サービス機能を提供する拠点※

※身近な生活サービス機能の集積等により、拠
点性を高める他、中心拠点とネットワークする
公共交通の充実等により、これまでの暮らしを
維持するための拠点

近隣拠点
・都市計画区域の内外に点在する既存集落の生活

の中心となる拠点※

※同上

都
市
地
域

(

都
市
計
画
区
域)

中
山
間
地
域

図-総合計画の都市構造図

都市サービスゾーン
・市域全体にわたり、生活する人たちを支えるサー

ビス機能を備えるとともに、主として都市地域か
ら離れた中山間地域に都市サービスを提供

・中心市街地を含み、商業サービスやコミュニティ
センター、病院、高等教育機関など、生活拠点、
近隣拠点、特化型拠点に存する機能を持つ

居住を誘導する区域
・人口減少下においても、緩やかに居住を

誘導し、一定の人口密度を維持する区域

居住環境を保全する区域
・人口減少下においても、現在の居住環境を保全

する区域(都市計画マスタープランで計画的な
まちづくりを推進)

特化型拠点
・工業団地や物流施設、高等教育機関、複

数のレクリエーション施設など、特定の
機能が特化して集積

特化型拠点
・工業団地や物流施設、高等教育機関、複

数のレクリエーション施設など、特定の
機能が特化して集積

図-目指す都市の骨格構造

主要生活拠点
・生活拠点のうち、行政支所機能を持つ
（合併前２町の中心）

近隣拠点
・生活拠点より更に小規模なまとまりで、いくつ

かの生活関連施設が立地するなど、ある程度の
機能が集積

生活拠点
・交通結節機能を持つ
・行政支所やコミュニティセンター、商業サービ

ス、義務教育施設、郵便局、診療所など、身近
な生活に必要な機能を持ち、ある程度まとまっ
た人が居住する一定地区を支える拠点

・また、近接する特化型拠点や地域資源の活用な
どの方策により、地域活動を広域的な集客へと
発展させ、その経済効果などにより、持続的に
生活圏を支えることを目標

整合

整合

整合

＜ゾーン及び拠点の考え方＞ ＜骨格構造の考え方＞
【居住環境を保全する区域】

現在の居住環境を保全し、
暮らし続けられる環境を維持

【居住を誘導する区域】
居住環境の維持・向上によ

り、
緩やかに居住を誘導すること

で、
一定の人口密度を維持

※柏崎市立地適正化計画は、柏崎市都市計画マスタープランの高度化版
となりますが、都市計画マスタープラン策定後に第五次総合計画が策
定されたこと、都市計画マスタープランの中間評価においてその整合
性が確認されたことから、市全域の都市構造は、総合計画における将
来都市構造としています。

８ ９

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章目指す
都市の骨格構造 ●立地適正化計画の目指す都市の骨格構造は、第五次総合計画に掲げる土地利用構想と整合を図ります。

●また、都市地域と中山間地域等その他の居住地域を、道路や公共交通、通信網でつなぎ、必要な機能を必要な時に享受
できるよう、コンパクト＋ネットワークの形成を目指します。



【都市機能誘導施設について】
現在の社会経済情勢の中では、新たな施設建設は官
民とも厳しい状況です。柏崎では、すでにまちなか
に多くの都市機能が集積していることから、今ある
施設を維持することを基本として考えています。

若者・子育て世代を始め
多世代が集える魅力あるまちなか形成
～資源を「磨く」まちづくり～

【都市機能の誘導方針】

●市内交通の要衝である柏崎駅、交流と防災の拠点であ
る市役所等を中心とした区域

●柏崎市の魅力・にぎわい・活力を増進させるレクリ
エーション・スポーツ拠点を含むエリア

【都市機能誘導区域の設定方針】
✓ 広域的な拠点施設が集積し、
誰もがアクセスしやすい拠点となる区域

【都市機能誘導施設の設定方針】
✓ 広域的な拠点施設を維持・誘導
✓ 日常生活利便施設を維持・誘導
●広域的な拠点施設が集積し、にぎわいの場として活力が生

み出されているまちなかにおける機能維持・強化を図
る。
→広域的な文化機能や市民の主要な生活利便機能、集客力

の高い交流機能等を誘導施設に設定し、維持･誘導
●なお、日常生活利便施設は、子育て世代に必要な施設、他

圏域の日常生活にも影響のある施設を設定

機能 誘導施設（〇維持、◎維持･誘導 ●誘導）

(広域的な拠点施設) (日常生活利便施設)

文化
交流

〇市民ホール・会館
〇図書館

○コミュニティ
センター

スポーツ ○スポーツ施設（武
道館、アクアパーク
等）※屋外施設除く

医療 ◎病院 ◎診療所（内科･外科、
小児科、産婦人科）

健康福祉 ●総合福祉センター
〇健康管理センター

子育て 〇子育て支援施設
（元気館）

◎幼稚園、保育所
（ターゲット層）

商業 － ◎スーパー
（生鮮３品取扱い、
1,000㎡以上）

行政 〇市役所等 －

・広域的な拠点施設が立地するまちなかを都市機能誘
導区域に設定する。

・今ある広域的な拠点施設を維持することを基本。
・まちなかは市の中心でもあり、かつ、中央地区の中

心でもあることから、地域の拠点施設、
日常生活利便施設も誘導施設として設定する。

区
域
設
定
方
針

【都市機能誘導区域について】
都市計画運用指針では、都市機能誘導区域は
用途地域内かつ、次のページで検討する居住
誘導区域内に定めることとされています。

【都市機能誘導施設】

10 11

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章都市機能を誘導する

施設・区域 ●安全・安心して快適に暮らし続けるためには、暮らしを支える様々なサービスを提供する施設が必要で、本市では、市
に１つしかない施設が多く立地するおおむね中心市街地の区域に設定します。
☞詳しくは、「柏崎市立地適正化計画」P4-4~10をご覧ください。

都市機能誘導区域
(約190ha)



浸水想定区域内（⑤）であるものの、将
来的にも人口が維持される見通し（①-
１）で、かつ土地区画整理事業（④-２）
が行われたことから、一般市街地に比べ
て冠水しにくい構造
➡居住を誘導する区域として設定し、防
災・減災対策を重点的に行う。
☞「防災指針」で検討･･･P14～15参照

※居住誘導区域は、図示する区域から、河川沿いの家屋倒壊等氾濫想定区域を除く

人口集積が低く、将来的な人口減少が顕
著。浸水想定区域に指定されるため、居
住誘導区域に含まない。

将来的にも人口が維持される見通し
（①）かつ都市機能誘導区域に隣接し、
公共交通の利便性が高い地域（③）。
しかし、浸水想定区域内（⑤）であり、
法に基づくミニ開発により形成された市
街地形成のため、行き止まり道路（除雪
困難）が多く、また、雨水処理に課題の
区域。

浸水想定区域内（⑤）であるが、将来的
にも人口が維持される見通し（①）であ
り、戦略的に居住を維持・誘導する住工
複合エリア（⑥-２）。
➡防災・減災対策を重点的に行う。
☞「防災指針」で検討･･･P14～15参照

都市機能誘導区域が集積する中央地区は
将来的な人口減少が顕著
➡居住維持・誘導の重点化を図る。

松波地区

藤元町周辺

豊町、扇町周辺

穂波町、関町、宮場町周辺

中央地区

居住誘導区域
(約470ha)

工場の操業環境を維持するため、居住誘
導区域に指定しない。

工業団地、工場用地

人口集積が低く、将来的な人口減少が顕
著。土砂災害特別警戒区域（レッド区
域）が点在するため、居住誘導区域には
含まない。

大洲、剣野町、米山台、新赤坂町周辺

✓ 暮らし働きやすいまちなかを支える周辺人口の確保
✓ 既存の都市基盤を有効活用
✓ 災害等に対する安全性の確保
✓ 住むと働くが一体の居住環境を維持

【居住の誘導方針】
安全･安心のもとで、

住みたい･住み続けたいまちなかをかなえる環境整備
～豊かな暮らしを将来に「つなぐ」まちづくり～

【STEP2】居住誘導区域の前提区域

〇 用途地域内（区域の最大範囲）

〇 都市機能誘導区域を包含（区域の最小範囲）

－法に基づく前提

〇 H27DID区域内
－市街地の現状以上の拡大を防ぐ

⑥ 住工複合エリア

－安全・安心に暮らせる
⑤ 災害の危険性がある区域(レッドゾーン)

－柏崎の特⾧的なライフ・ワークスタイルを継承する

－便利に暮らせる
② 都市機能（日常生活利便施設）集積

③ 交通利便性

－将来においても人口の集積が見込める
➀-１ 将来的にも高い人口密度が維持されるエリア

（2040人口密度40人/ha以上）

➀-２ 現況で高い人口密度を有するエリア
（2015人口密度40人/ha以上）

－安全・安心な冬の暮らしのための基盤が整っている
④-１ 消雪パイプ敷設、降雪時の緊急確保路線

【STEP6】道路など地形地物等で区域を設定

④-２ 区画整理事業、法に基づく宅地開発実施済地

【STEP4】居住誘導に適さない区域

【STEP5】居住誘導を慎重に判断する区域

【STEP1】居住誘導区域の設定方針

【STEP3】居住誘導を検討する区域

－安全・安心に暮らせる
⑤ 災害の危険性がある区域(イエローゾーン)

－将来人口を踏まえた居住誘導区域の規模感
〇面積:500ha程度

区域の
規模感

区域の
+要因

区域の
－要因

慎重に
検討

概ね鵜川・鯖石川
にはさまれた範囲
を抽出
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☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章

居住を誘導する区域 ●居住誘導区域は、20年先の将来を見据えつつ、災害等から安全な区域であり、かつ、生活利便性の高い区域等に設定
し、本市では若者・子育て世代に特に居住してもらいたい区域に設定します。
☞詳しくは、「柏崎市立地適正化計画」P4-11~26をご覧ください。

居住
誘導区域

▮面積:約470ha（用途地域の約42％）
▮人口:2015年 約18,700人（約39人/ha）

↓このまま人口減少が推移すると…

2040年 約12,400人（約26人/ha）

●Ｐ5で整理したとおり、柏
崎市のまちは、これまで５
０年（２世代）かけてまち
が拡大してきました。

●また、親と同一学区等の
近接居住が主流です。

●親世代、子世代のこれま
での近接居住の流れを踏ま
えながら、２世代かけて拡
がったまちを、急激にコン
パクトにするのではなく、
緩やかに誘導します。



防災まちづくりの
将来像、取組方針

災害リスク分析と
課題の抽出

洪水ハザード × 土砂災害ハザード × 都市機能 × 人口密度防災指針の検討フロー

具体的な取組、
スケジュール等

重ね合わせ分析

課題整理

マクロ ミクロ

国土強靭化地域計画

鵜川流域プロジェクト
等を基に整理

洪水

土砂

洪水

洪水

洪水

洪水

洪水

地域防災計画

洪水
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☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章居住を誘導する区域
（防災指針）

将来像

取組方針

既往計画の整理

各ハザードの分析

ハザード
人口 施設

洪水

→リスク低減

P16
参照

P17
参照

→リスク低減

→リスク低減

→リスク低減

→リスク回避

→リスク回避

→リスク回避

→リスク回避

→リスク回避

鵜川左岸地域
土砂災害レッドゾーンが点在。
人口密度も低いため居住誘導区
域に含まない。

柳田町
洪水浸水想定区域(浸水深3ｍ未
満)であるが、住居がないため
居住誘導区域に含まない。

鯖石川沿線
家屋倒壊等氾濫想定区域に指
定されているため、居住誘導
区域に含まない。

鯖石川流域の浸水対策については、流域
治水プロジェクトの取組により流域の関
係者が協働して浸水被害の低減を図る。

鵜川沿線
家屋倒壊等氾濫想定区域に指
定されているため、居住誘導
区域に含まない。

鵜川流域の浸水対策については、流域治
水プロジェクトの取組により流域の関係
者が協働して浸水被害の低減を図る。

国道8号南側(宮場町、城東等)
洪水浸水想定区域(浸水深3ｍ未満)であ
るが、ミニ開発が多くなされたところ
であり、行き止まり道路が多く、雨水
処理に課題があることから居住誘導区
域に含まない。

災害イエローゾーンは
原則居住誘導区域に

含まない
※ただし、利便性を考慮
し、居住誘導区域に含む

場合は対策を講じる
(例:柏崎駅周辺)

居住誘導区域の検討
災害レッドゾーンは居
住誘導区域に含まない

●近年、自然災害が頻発・激甚化しており、本市でも地震や大雨による水災害等、多くの災害を経験しています。
●居住誘導区域の設定にあたっては、災害リスクの高い地域を把握し、今後取り組む防災・減災対策を踏まえています。

☞詳しくは、「柏崎市立地適正化計画」P5-1~25をご覧ください。

柏崎駅周辺(国道8号北側)
洪水浸水想定区域(浸水深3ｍ未
満)であるが、利便性、人口集積
を考慮し居住誘導区域に含む。

藤元町、松美町
洪水浸水想定区域(浸水深3ｍ未
満)であるが、利便性、人口集積
を考慮し居住誘導区域に含む。



地区別の災害リスクに対する取組概要

土砂災害洪水災害種別 津波 原子力雪害地震

取組
ソフト

自然災害 人為的災害

広範囲（市全域）
(影響範囲)

(要因)
即地的

(発生頻度)
＊近年の大災害

H17豪雨 H16中越大地震
H19中越沖地震 H24豪雪H25地すべり

(都市計画区域外)

ハード

【情報発信】・防災行政無線及び各戸配布の防災ラジオでの的確な情報発信
・ハザード情報を掲載した防災ガイドブックの作成・各戸配布

【地域防災力(市民の防災意識)向上】・地区防災計画の作成、周知 ・避難訓練の実施
・防災士の養成、活用
・消防体制の強化（消防団の定数確保） 等

立地適正化計画 ・災害レッドゾーンは、居住誘導区域に含まない
・災害イエローゾーンは、原則居住誘導区域に含
まない

・届出による居住誘導区域への立地誘導

・公共施設更新時に災害危険性の低いエリアへの
立地誘導（居住誘導区域外のハザード区域）

・流域治水プロ
ジェクト※の推進

・大規模盛土
地の調査

・緊急確保路
線の確保

・広域避難路
の確保

(整備)

(調査･検証)

・消雪パイプ(維持管理)

・狭い道路の解消

・防止施設の
整備

・住宅･建築
物の耐震化
の推進 ・避難経路や

集合場所に
照明施設や
誘導看板を
設置

・個人住宅の
克雪化工事
費用の補助
(克雪すまいづ
くり支援事業)

・河川等の土砂
浚渫 ・空き家の適正管理

・除雪費購入
補助

・避難場所、避難
路の確保

・雨水貯留浸透機
能の強化

・除雪管理シ
ステムの調
査

・地盤沈下防止の意識啓発

・除雪機械の更新

・上下水道等
の耐震化の
推進

・災害対策の拠点機能（市役所）における電力確保対策の推進
（エネルギーの多重化の維持）
※流域治水プロジェクト:鯖石川・鵜川・島崎川周辺地域における流域治水プロジェクト

（あらゆる関係者が協働して流域全体で水災害を軽減させる治水対策の全体像として
新潟県が主催する協議会でとりまとめたもの(R3.8.31公表)）

16 17

災害リスクに関する取組の考え方

防災まちづくりの将来像

安全性の高い市街地の形成及び
居住･都市機能誘導による

強くしなやかなまちづくり
持続可能で災害に強い安心して暮らせるまちづくりを推進するため、居住誘導区域については、災害リ
スクの高いエリアを含まないことでリスクを回避し、また、居住誘導区域に残存する災害リスクに対し
ては、都市の防災に関する機能の確保に関する本指針により、重点的に防災・減災対策に取り組みます。

ああ

災害に対する取組方針

１１

22

33

44

想定を超える大規模自然災害にも備え、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最
重視し、様々な対応の組み合わせで災害時の社会経済活動への影響を最小限に抑えるため、
強くしなやかな市街地を形成します。

国や県などと連携した治山・治水対策の推進、都市の不燃化・耐震化や都市施設の⾧寿命化
耐震化など、災害の発生を未然に防ぐ対策を進めるとともに、避難しやすい環境づくりを進
めます。

河川整備などのハード対策に加え、地域防災力の向上に努めるなど、市民・民間団体・事業
者及び行政との連携によりソフト対策を推進するとともに、災害リスクを回避・低減するた
めの土地利用規制など、まちづくりと連携して防災・減災対策を進めます。

大規模災害による被災後、速やかかつ的確な復興まちづくりに着手できるよう、平時から災
害の発生を想定し、復興に資する手段・体制などを事前に検討します。

災害レッドゾーンは
居住誘導区域に含まない

＜取組例＞

※ただし、利便性を考慮
し、居住誘導区域に含む場
合は対策を講じる

災害イエローゾーンは原
則、居住誘導区域に含まな

い

届出による居住誘導区域
への立地誘導

堤防整備、ダム建設
調整池の整備 等

避難所の耐震改修
都市公園の⾧寿命化

防災ガイドブック作成
防災ラジオの配布

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

災害リスク
の回避

災害リスク
の低減

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章災害リスクに対する取組
（防災指針） ●前のページの検討フローで示した防災まちづくりの将来像、取組方針、取組については、以下のとおりです。

防災行政無線緊急告知ラジオ
防災ガイドブック

鵜川ダム（整備中）
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【居住誘導区域内】
･人口密度:維持
･若者･子育て世代人口:減少の抑制

【都市機能誘導区域内】
・都市機能:維持
・固定資産税･都市計画税:減少の抑制
・地価:低下の抑制

＜目標＞

【都市計画区域全体】
・エネルギー自給率:上昇

施策展開のイメージ
誘導方針(ストーリー)に基づき、様々な施策に取り組むことで、居住誘導区域内からの人口流出を抑制し、区域外から

の人口流入を促進させることで、人口密度の維持や区域内の地価の下落を抑制し、持続可能な都市経営を目指します。

…取組施策はP20～23参照

居住誘導区域

都市機能
誘導区域

用途地域

都市計画区域

都市計画区域外

都市機能の維持
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☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章

施策展開イメージ

若者･子育て世代を始め多世代が集える若者･子育て世代を始め多世代が集える
魅力あるまちなか形成

～資源を「磨く」まちづくり～
都市機能誘導区域の施策

施策実施

安全･安心のもとで、住みたい･住み安全･安心のもとで、住みたい･住み
続けたいまちをかなえる環境整備

～豊かな暮らしを将来に「つなぐ」まちづくり～

居住誘導区域の施策

施策実施

まちぐるみで、エネルギーや新技術のまちぐるみで、エネルギーや新技術の
積極的な活用推進

～地域の力を「育てる」まちづくり～
都市機能誘導区域、居住誘導区域の施策

施策実施

私たちは、市民の皆様の身近にいて、様々な健康問題に対応する“まちを治す医者＝まち医者”です。
第２章では、カラダに関する様々なデータを収集し、このまま放置しておくと大病になってしまうことが
明らかとなり、第３章及び第４章では、概ね20年後に目標とする健康状態と体形を定めました。本章で
は、その目標を達成するために、何に努力するか、また、定期的に健康状態を把握するための目標値を定
めます。

まち医者は、治療のみでなく病気の予防やリハビリ等を手掛け、必要な専門性を判断し最先端医療との
橋渡しなどを行います。また、術後のケアにより治療の効果が持続していることを確認します。そのほ
か、患者であるまちは、予防接種により社会全体の流行を防ぐ協力も必要です。
自然の中で過ごすと、健康効果や幸福感が得られると言われていますが、豊かな自然に恵まれている本市
は、ココロもカラダも健康になる環境が整っており、あとはほんの少し意識を変えて、日頃から健康に留
意し、病気になりにくいカラダをつくることが重要です。

本章で示す“施策”とは、私たちがこれからも柏崎市で安全安心して暮らし続けるために、市民の皆様も
“まち医者”仲間として、力をあわせて一緒にまちづくりを進めていくための”処方箋”のひとつとなりま
す。

若者・子育て世代が紡ぐ柏崎スタイル
～安全・便利・楽しい まちなかの暮らし～

つむ
＜まちづくりの基本方針(ターゲット)＞

柏崎版コンパクトシティの実現に向けたポイント

立地適正化計画を効率手的・効果的に推進する柏崎版コンパクトシティの実現に向けた３つのポイントを説明します。

●ポイント１:最新技術の活用や市民の協力により、効率的・効果的な現状分析

●ポイント２:目標達成のため、最適な手法の選択と取組施策の重点化

●ポイント３:時間軸をもってまちなかの暮らしやすさを向上

まちづくりを効率的・効果的に進めるためには、まちの状況を的確に把握し、分析する
必要があります。従来手法の統計データやアンケート調査の結果以外にも、最新技術の
活用や市民、事業者の協力により効率的・効果的な状況把握・分析を行います。

評価分析に基づき、その課題解決のため最適な手法を選択し、確実に計画を推進するこ
とが重要です。また、将来にわたり安全安心して快適に住み続けられるまちを目指し、
取組施策の重点化を図ります。

まちなかは、市内の中でも利便性の高いエリアですが、まち全体が老朽化し、“住環境”
や“価格”の面から、住み替えのタイミングで郊外を選択している世帯が多い現状です。
時間軸をもったまちのイメージを市民の皆様と共有し、ハード・ソフトを組み合わせ、
効率的・効果的な手法を選択し、暮らしやすさを向上させる取組を計画的に推進しま
す。

⾧期中期短期

取 組
⇩

取 組
⇩

取 組
⇩

⇩ ⇩ ⇩
その時のまちのイメージ

都市構造可視化

取組み施策･エリア
の重点化

コ ラ ム 柏崎版コンパクトシティとは ～持続可能なまちを目指して～

現状把握
（診察）

評価
(診断)

施策
(処置)

効果検証
（観察）

･最新技術の活用
･市民･事業者の協力

･将来像実現のため、
目標指標と目標値を
設定

･目標に向かって
施策を実施

･定期的に効果を検証
･必要に応じて計画見直し

カラダに関する
様々なデータを収
集します。

身⾧･体重
レントゲン

的確な判断が
できるよう、最新
の技術を使います。

MRI

抜本的な治療
として手術を
行います。

ちょっとした傷
の手当てをします。

（放置すると悪化します。）

進捗状況を把握
するため、目標値を
定めます。

評価カルテ

術後のケア
により手術の効果
を持続します。

予防接種により
社会全体の

流行を防ぎます。

日頃から
健康に留意し、

病気になりにくい
体を作ります。

自然の中で
過ごすと、健康効果

や幸福感が得られると
言われています。

医師の問診に
より、体の状況
を把握します。

様々な専門家と
連携を強め、状況
を把握します。

20年後に目標
とする健康状態と

体形を
決めます。

目標を達成する
ため、何に努力する
か決めます。

▶まち(カラダ)の状況を様々な方法で把握(診察)します。

▶診察した結果を正しく評価(診断)します。
診断結果は分かりやすく説明します。

▶まち(カラダ)の状況にあわせて、効率的･効果的な施策(処置)を示します。

▶さまざまな施策(処置)をしながら、時間をかけてコンパクト(理想な体形)
に近づけます。

ポイント２

ポイント１

ポイント３

…取組施策は
P22～23参照

…P24参照

…P20～21参照

●厳しい財政状況の中、計画を着実に実行するため、評価項目と目標値を定め、施策を実施していきます。
●具体的な施策の説明の前に、施策展開のイメージ、柏崎版コンパクトシティの実現に向けたポイントを紹介します。



診療所

冬期除雪

公園

公共交通
公共施設

空き家

空き家

診療所

冬期除雪

公園

公共交通
公共施設

空き家

空き家

空き家

都
市
の
骨
格
構
造

旧庁舎跡地の利活用(市、国の補助金活用)▶取組１

短 期(5年) 中 期(10年) ⾧ 期(20年)

施策を講じず現状のまま推移した人口:12,400人（26人/ha）
目標人口:14,500人（31人/ha）▼

駅前空間の利活用(市、国の補助金活用)▶取組２

空き地･空き家の有効活用（ランドバンク事業の活用､リノベーションの推進､空き家バンクによる情報発信､狭い道路の解消等）(市、民間) ▶取組４

歩いて楽しいまちづくり（居心地が良く歩きたくなる空間の創出等）(市、民間) ▶取組７

届出制度を活用したまちの動向把握(市) ▶取組５
都市計画の見直し(市) ▶取組６

公共施設の集約・再編、公共施設の⾧寿命化(市) ▶取組３

居住誘導区域内人口
▼18,700人（39人/ha）

(H27(2015)) 現 状（R2(2020)年）
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リノベーション

次世代エネルギーの活用(市、民間) ▶取組８

診療所

冬期除雪

公園

公共交通
公共施設

空き家

空き家

空き家

空き家

冬期除雪

診療所

公共施設

保育園

公共交通計画との連携（主要な拠点施設間や中心部と郊外を結ぶ公共交通の確保）(市、民間) ▶取組10
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地域価値向上
に向けた施策
地域価値向上
に向けた施策

現行の他計画に基づく取組との連携（Ｕ･Ｉターン促進、子育て世代重点支援 等）(市) ▶取組12

※誘導区域外は、
空き家等を活用
し、ゆとりある
住環境を形成

空き地

空き地

新庁舎建設

跡地

空き地

空き地 空き地

低未利用地活用
に向けた検討

駅前空間の再検討

空き家

公園

公共施設

跡地活用

公共施設
集約

空き家活用

周辺都市基盤
の整備

空き家

公共施設の集約･再編
空き地･空き家の活用

ﾚﾝﾀﾙDVD

空き家

危 険

空き家

老朽化

老朽化

空き家

老朽化
ﾚﾝﾀﾙDVD

民間機能集積の誘発

駅前空間の再整備

福祉施設

民間機能集積の誘発低未利用地活用

狭い道路の解消

公共施設の
集約･再編

民間機能集積の誘発

低未利用地等を
活用した街区再編
(都市基盤の整備)

関連計画との連携関連計画との連携

関連計画との連携関連計画との連携 都市計画区域外との連携(市、民間) ▶取組11

新庁舎整備(市)

防災指針に基づく取組の推進(県・市) ▶取組９

20 21

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章取組施策の

展開イメージ ●まちなかは、本市内の中でも利便性の高いエリアですが、まち全体が老朽化し、“住環境”や“価格”の面から、住み替え
のタイミングで郊外を選択している世帯が多い現状です。時間軸をもったまちのイメージを市民の皆様と共有し、ハー
ド・ソフト施策を組み合わせ、効率的・効果的な手法を選択し、暮らしやすさを向上させる取組を計画的に推進しま
す。



取組８:次世代エネルギーの活用

取組９:防災指針に基づく取組

☞ 第１章☞ 第１章 ☞ 第２章☞ 第２章 ☞ 第３章☞ 第３章 ☞ 第４章☞ 第４章 ☞ 第５章☞ 第５章 ☞ 第６章☞ 第６章

取組１:旧庁舎跡地の利活用

取組２:駅前空間の利活用

取組３:公共施設の集約・再編・⾧寿命化

柏崎市役所庁舎は、令和３(2021)年１月にＪＲ柏
崎駅前に移転し、文化会館アルフォーレなどと一体
となって、新たな核を形成しています。

都市機能誘導区域内にある旧庁舎跡地は、本市の
魅力・にぎわい・活力を増進させるレクリエーショ
ン・スポーツ拠点に近接し、柏崎高等学校、柏崎工
業高校への柏崎駅からの通学経路上にあります。

この旧庁舎跡地を、人が集まり新たな活動・交流
を生む柏崎の中心拠点のひとつとして、まちなかの
魅力・求心力を高めるためのリードプロジェクトと
して短期(５年)の期間に官民連携で取り組みます。

なお、本プロジェクトは、立地適正化計画に基づ
く取組に対する国の支援措置（都市構造再編集中支
援事業）を活用し、集中的なまちづくりを推進しま
す。

新庁舎★

★旧庁舎跡地

１日当たり約3,000人(H30)に利用される柏崎駅
をはじめ、市内の主要な交通結節点である柏崎駅前
は、柏崎の顔としての拠点を形成しています。

土地区画整理事業区域内には、市役所庁舎建設の
ための作業事務所としての暫定利用の役割を終えた
街区が未利用地として残されています。また、バス
ターミナルなどがある駅前空間も、老朽化が進んで
います。

今後、これら用地の利活用方策を一体的に検討
し、柏崎の玄関口にふさわしい顔づくりを行い、拠
点性を向上させ、魅力あるまちなか形成を推進しま
す。

★

駅前の未利用街区

本市には、約500の公共施設が立地していますが、今後施
設老朽化に伴う更新時期を迎えます。また、人口減少等の社
会状況の変化により、役割を終えた公共施設の統廃合などの
施設再編を図っていくことになります。

「柏崎市公共施設等総合管理計画」を踏まえた「個別施設
計画」の検討に際しては、都市計画区域内における広域的な
公共の都市施設を更新する場合は、都市機能誘導区域への立
地誘導を推進するなど、綿密な連携を図ります。

▮「(仮称)新潟県柏崎市内に位置する公共施設等に関する連絡会」の設置
本市が保有し、管理･運営を行っている公共施設のほか、合同庁舎、地域振興局、

警察署など国・県が保有し、管理･運営を行っている施設も多く立地しています。現
状では、主体ごとに公共施設マネジメントを行っていますが、多様な主体が連携を図
ることで、建替用地の供出や集約･複合化など、効率的な公共施設等の再編可能性が
高まります。

そのため、本市内の公共施設の更新を検討する際に施設の関係各者が連携･情報交
換を行う場として「(仮称)柏崎市内の公共施設等に関する連絡調整会議」の設置を検
討し、施設の集約･再編や効率的な管理･運営を推進します。

★

－公共施設の集約・再編－ －公共施設の⾧寿命化－
公共施設の集約・再編とあわ

せ、当面存置となる施設は ⾧寿
命化を図ります。ハコモノ施設の
ほか、道路・橋りょう・上下水道
などのインフラ施設もあります
が、特に誘導区域内や誘導区域を
支える都市基盤は、⾧く安全・安
心に使えるように配慮します。

オリジナル

誘導施策

「柏崎市地域エネルギービジョン(H30.3)」で
は、地域資源を最大限活用する低炭素社会に向け
て「再生可能エネルギーと原子力のまち」を進め
ています。

エネルギーの地産地消に向けて、地域エネル
ギー会社を設立するとともに、旧庁舎跡地では、
地産地消エネルギー活用のモデル事業として取り
組みます。

取組７:歩いて楽しいまちづくり
祭りなどの特別なイベントだけでなく、日常の生活

においてもにぎわいを創出し、人とのつながりや今あ
る資源を活用した五感で楽しめる、歩いて楽しいまち
なかを実現するため、ハード整備に頼らない取組（柏
崎版ウォーカブルなまちづくり）を推進し、まちなか
の価値･魅力向上につなげます。

★駅前公園

都市機能誘導区域

Ｊ-フォレスト★
文化会館
★

えんま通り
商店街

取組４:空き地･空き家の有効活用
－空き地－
～集約化により小さな取組を推進～
まちなかには、大規模な空き地のほか、住宅・事業所等の撤

去後の空き地が数多く点在しています。その形状は、間口が狭
く、未利用のまま更地となっていたり、駐車場として暫定利用
されていたりと、利用状況も様々となっています。

これら低未利用地を、まちなか再編に有効な資源と捉え、所
有者にとってもまちにとっても有効的な利活用ができるような
win-winの方策を検討します。具体的には、地域の不動産会社
等との情報共有、話し合いの場を設けるところから始め、使い
やすい土地への集約等も視野に入れ、それぞれの用地に適した
利活用方策を検討し、小さな取組につなげていきます。

所有者等の地域主体の取組になりますが、市は、その第一歩
として、情報共有、話し合いの場を設えます。

▮空き地活用にかかる税制支援（ランドバンク）
ランドバンクは、主に自治体や地域の

自治会、宅建業者、行政書士や司法書士
などで構成される組織です。管理不全で
空き地になっている土地を、所有者に登
録してもらったり、草木の伐採や建物の
除去など適切に管理した上で、希望者に
情報提供したりするなど取引をマッチン
グする役割を担います。

令和４(2022)年度から、ランドバン
クが土地や建物を購入する際にかかる不
動産取得税を軽減するといった特例措置
が創設される見通しとなっており、この
税制支援を後押しに、ランドバンクの組
成の可能性も視野に入れます。

－空き家－
～リノベーションの推進～
「空き家実態調査(H29.3)」による

と、概ね用途地域にあたる旧柏崎地区
（中央･比角･半田･枇杷島･剣野･大洲･鯨
波地区）には５百件余の空き家が確認さ
れています。「柏崎市空家等対策計画
(H30.3)」による危険空き家の撤去の推
進とあわせて、再利用が可能な空き家に
ついては、地域活性化に資する空き家の
活用を図るなど、両輪での対応が必要で
す。

空き家の活用に当たっては、これまで
取り組んできた「空き家バンク事業」に
継続的に取り組むほか、機能･価値の再生
等のための改修を行うリノベーションを
推進するための、支援方策を検討しま
す。

今後、空き地の有効活用の推進に資する市独自の支援策を検討します。
▶（例）税制優遇、開発条件の緩和、狭い道路の解消など道路整備を伴う場合の整備費補助 等

▼ランドバンクのイメージ
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取組５:届出制度を活用した
まちの動向把握

取組６:都市計画の見直し

23

居住及び都市機能の立地の適正化を図るため、都市
再生特別措置法の規定に基づき、3戸以上の住宅建築
や3,000㎡以上の開発行為を行う場合、届出が必要と
なります。

立地適正化計画では、届出制度により、居住及び都
市機能を緩やかに誘導するため、区域外の開発行為や
建築等行為の制限はありません。

今後、誘導施設の立地誘導や居住の誘導を進めるた
め、必要に応じて、用途地域の変更等、都市計画への
立地適正化計画の反映を検討します。

<

関
連
計
画
と
の
連
携>

取組12:現行の他計画に基づく取組との連携連携取組10:公共交通計画との連携 取組11:都市計画区域外との連携

中央地区コミュニティセンター

▶P17参照

●前のページの下段に示した各取組施策（誘導施策）の概要は以下のとおりです。
☞詳しくは、「柏崎市立地適正化計画」P6-9~24をご覧ください。
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短期では、継続的に取り組むソフト対策によ
る避難体制の強化により、災害が起きたら確実
に“避難する”ことを重視します。中期･⾧期で
は、ハード整備の取組成果により、浸水想定エ
リアの縮小や、浸水想定深の軽減が見込まれま
す。鵜川ダムの完成により、昭和53年6.26水害
規模の洪水氾濫を解消できるようになります。

居住誘導区域居住誘導区域

都市機能
誘導区域
都市機能
誘導区域


